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判例研究

社
会
法
判
例
研
究
（
第
二
〇
回
）

社
会
法
判
例
研
究
会

　
国
民
健
康
保
険
料
と
租
税
法
律
主
義
－
旭
川
市
国
民
健
康
保
険
条

例
違
憲
訴
訟
第
一
審
判
決

国
民
健
康
保
険
料
賦
課
処
分
取
消
請
求
事
件
、
旭
川
地
判
平
一

〇
・
四
・
二
一
、
一
部
認
容
、
一
部
却
下
（
控
訴
）
、
生
時
一
六
四

一
号
二
九
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
　
田
　
啓
一
郎

【
事
実
の
概
要
】

　
一
　
Y
市
在
住
原
告
X
及
び
そ
の
妻
は
、
平
成
六
年
四
月
一
二
日
、

Y
市
国
民
健
康
保
険
条
例
（
以
下
「
本
件
条
例
」
と
い
う
）
八
条
に

規
定
に
基
づ
き
、
被
告
Y
市
が
保
険
者
で
あ
る
国
民
健
康
保
険
の
一

般
被
保
険
者
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
。
X
ら
の
保
険
料
は
、
X

を
世
帯
主
と
し
、
世
帯
主
で
あ
る
X
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
る
（
国
民

健
康
保
険
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
）
七
六
条
及
び
本
件
条
例
八
条

の
三
）
。

　
被
告
Y
市
は
、
国
保
法
及
び
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
国
民
健
康
保

険
事
業
を
運
営
す
る
保
険
者
で
あ
り
、
法
及
び
本
件
条
例
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
国
民
健
康
保
険
料
（
以
下
「
保
険
料
」
と
い
う
）

を
徴
収
し
て
い
る
。

　
二
　
X
は
平
成
六
年
七
月
一
四
日
付
、
同
七
年
六
月
一
六
日
付
お

よ
び
同
八
年
六
月
一
七
日
付
の
各
年
度
保
険
料
納
入
通
知
書
に
よ
っ

て
保
険
料
賦
課
処
分
を
う
け
た
。

　
三
　
X
は
平
成
六
年
八
月
三
日
、
同
七
年
六
月
一
二
日
お
よ
び
同

八
年
六
月
二
二
日
に
、
各
年
度
の
収
入
が
生
活
保
護
基
準
の
約
四
五

～
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
た
め
、
生
活
保
護
適
用
に
準
じ
て
、
平

成
六
年
度
の
保
険
料
の
減
免
を
申
請
し
た
。

　
各
年
度
の
X
の
減
免
申
請
理
由
が
、
本
件
条
例
お
よ
び
本
件
条
例

施
行
規
則
の
減
免
基
準
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
、
X
に
対
し
、
各

年
度
ご
と
に
減
免
非
該
当
の
通
知
が
な
さ
れ
た
。

　
四
　
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、
X
は
、
平
成
六
年
度
お
よ
び
同
八
年

度
の
賦
課
処
分
に
つ
い
て
A
国
民
健
康
保
険
審
議
会
（
訴
外
）
に
審

査
請
求
を
し
た
が
、
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
旨
の
裁
決
を
受
け
た
。
な

お
、
平
成
七
年
度
の
各
処
分
に
つ
い
て
は
、
X
は
審
査
請
求
を
し
て

い
な
い
。

　
以
上
の
事
実
を
前
提
に
、
X
が
Y
市
及
び
Y
市
町
に
対
し
て
本
件
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条
例
は
憲
法
八
四
条
よ
り
違
憲
無
効
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
本
件

各
賦
課
処
分
及
び
減
免
非
該
当
処
分
は
い
ず
れ
も
無
効
で
あ
る
と
し

て
、
ま
ず
各
賦
課
処
分
の
取
消
、
次
に
そ
の
無
効
確
認
、
次
に
各
減

免
非
該
当
処
分
の
取
消
、
つ
い
で
そ
の
無
効
確
認
を
求
め
た
の
が
本

件
で
あ
る
。

、
な
お
、
本
件
の
争
点
は
、
訴
訟
要
件
の
争
点
と
し
て
①
被
告
適
格
、

②
不
服
申
立
前
置
の
要
否
、
実
体
問
題
と
し
て
③
国
民
健
康
保
険
の

保
険
料
に
租
税
法
律
主
義
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
、
④
適
用
が
あ
る

場
合
、
本
件
条
例
の
規
定
が
租
税
法
律
主
義
に
反
す
る
か
否
か
で
あ

る
。
，【

判
旨
】
　
一
部
認
容

　
当
事
者
適
格
に
つ
い
て
は
、
被
告
を
Y
市
と
し
、
Y
市
長
に
対
す

る
請
求
は
却
下
さ
れ
た
。
層
ま
た
、
不
服
申
立
て
前
置
に
つ
い
て
は
、

同
一
審
査
請
求
に
つ
い
て
同
一
の
結
論
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
場
合
は
行
政
事
件
訴
訟
法
八
条
二
項
三
号
の

「
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
」
に
あ
た
る
と

判
断
し
て
い
る
。

　
一
　
国
民
健
康
保
険
料
の
性
質

　
「
国
民
健
康
保
険
は
、
①
強
制
加
入
制
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
の
保

険
料
ま
た
は
保
険
量
は
選
択
的
と
さ
れ
、
い
ず
れ
も
強
制
的
に
徴
収

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
…
…
、
③
そ
の
収
入
の
約
三
分
の
二
を
公

的
資
金
で
ま
か
な
い
、
保
険
料
収
入
は
三
分
の
一
に
し
か
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
健
康
保
険
は
保
険
と
い
う
よ
り
も
社
会
保
障

政
策
の
一
環
で
あ
る
公
的
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
そ
の

対
価
制
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
等
の
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な

性
質
を
有
す
る
徴
収
金
（
保
険
料
）
は
、
保
険
税
と
い
う
形
式
を

採
っ
て
い
な
く
て
も
、
民
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
が
高
い

点
で
租
税
と
同
一
視
で
き
、
一
種
の
地
方
税
と
し
て
租
税
法
律
（
条

例
）
主
義
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
」

　
「
…
保
険
料
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
て
も
、
加
入
強
制
に
始

ま
っ
て
、
必
ず
し
も
保
険
給
付
と
対
価
関
係
に
立
た
な
い
保
険
料
を

強
制
的
に
徴
収
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
本
質
は
税
と
異
な
ら

な
い
か
、
あ
る
い
は
税
に
準
ず
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
」

　
二
　
法
八
一
条
の
解
釈

　
法
八
一
条
の
保
険
料
の
規
定
は
「
（
法
八
一
条
が
）
保
険
料
に
つ

い
て
も
賦
課
要
件
条
例
主
義
と
賦
課
要
件
明
確
主
義
が
妥
当
す
る
こ

と
を
確
認
的
に
規
定
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
の
趣
旨

に
反
す
る
条
例
は
違
法
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

66　（3　．442）　1286



判例研究

　
三
　
賦
課
要
件
条
例
主
義
等
の
内
容
及
び
基
準

　
「
保
険
料
に
お
い
て
も
、
そ
の
賦
課
要
件
す
べ
て
が
条
例
自
体
に

お
い
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
条
例
が
料
金
等
の
定
を

規
則
等
の
下
位
法
規
に
明
確
に
委
任
し
、
現
に
下
位
法
規
で
明
確
に

さ
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
条
例
の
趣
旨
な
ど
に
照
ら
し
た
合

理
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
場
合
で

あ
れ
ば
、
料
率
自
体
を
条
例
に
明
記
し
な
く
と
も
、
租
税
法
律
（
条

例
）
主
義
の
趣
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

　
四
　
本
件
条
例
八
条
の
解
釈

　
「
本
件
条
例
八
条
は
、
こ
の
よ
う
に
料
率
算
定
の
基
礎
と
な
る

『
賦
課
総
額
』
に
つ
い
て
、
…
各
見
込
み
額
が
い
か
な
る
方
法
で
算

定
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
何
ら
規
定
も
な
く
、
ま
た
、
右
差
引
額

を
『
基
準
と
し
て
』
と
は
、
誰
が
い
か
な
る
基
準
、
手
続
に
よ
り
賦

課
総
額
を
確
定
す
る
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
も
、
何
ら
規
定
も
な

い
。
」

　
「
本
件
条
例
は
、
…
各
見
込
額
の
算
定
、
及
び
右
差
引
額
を
基
準

と
し
て
の
賦
課
総
額
の
確
定
を
賦
課
権
者
た
る
被
告
市
に
委
任
し
た

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」

　
「
本
件
条
例
に
は
、
［
被
告
市
に
委
任
す
る
こ
と
を
］
明
示
す
る
任

意
規
定
は
な
く
、
委
任
に
基
づ
き
賦
課
権
者
が
賦
課
総
額
を
確
定
す

る
に
当
た
っ
て
の
よ
る
べ
き
基
準
及
び
そ
の
確
定
手
続
き
を
定
め
た

規
則
等
の
下
位
法
規
も
一
切
存
在
し
な
い
か
ら
、
本
件
条
例
は
、
賦

課
権
者
に
賦
課
総
額
を
、
そ
の
自
由
な
裁
量
に
よ
り
内
部
に
決
定
す

る
こ
と
を
委
任
し
た
趣
旨
と
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。
」

　
五
　
本
件
条
例
八
条
と
租
税
法
律
（
条
例
）
主
義
と
の
関
係

　
「
重
要
な
賦
課
要
件
た
る
賦
課
総
額
の
確
定
を
こ
の
よ
う
に
広
範

な
裁
量
の
余
地
の
あ
る
ま
ま
に
被
告
市
に
委
ね
た
本
件
条
例
八
条
の

賦
課
総
額
規
定
は
、
や
は
り
賦
課
要
件
条
例
主
義
に
反
す
る
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
」

　
「
さ
ら
に
、
本
件
条
例
八
条
の
『
賦
課
総
額
』
は
前
記
の
と
お
り

積
極
的
に
定
義
付
け
る
こ
と
は
困
難
な
概
念
で
あ
り
、
本
件
条
例
自

体
は
上
限
も
下
限
も
画
し
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
金
額
に
つ
い
て
の
確

定
は
被
告
市
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
ヶ
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
の

規
定
が
一
義
的
に
明
確
で
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
同
条
の
解

釈
に
よ
っ
て
も
そ
れ
を
明
確
に
で
く
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
同
条

の
賦
課
総
額
規
定
は
賦
課
要
件
明
確
主
義
に
も
違
反
す
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
」

　
六
　
本
件
各
賦
課
処
分
の
違
法
性

　
「
本
件
条
例
八
条
の
賦
課
総
額
規
定
は
、
賦
課
総
額
の
確
定
を
賦

課
権
者
に
委
ね
た
点
に
お
い
て
、
賦
課
要
件
条
例
主
義
に
も
賦
課
要

66　（3　。443）　1287
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件
明
確
主
義
に
も
違
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
憲
法
九
二
条
、

八
四
条
及
び
こ
の
趣
旨
を
定
め
た
法
八
一
条
に
違
反
し
て
お
り
、
右

の
よ
う
な
賦
課
総
額
を
基
礎
と
し
て
料
率
を
決
定
す
る
点
に
お
い
て

本
件
条
例
一
二
条
も
ま
た
、
…
憲
法
九
二
条
、
八
四
条
、
及
び
こ
の

趣
旨
を
定
め
た
法
八
一
条
に
違
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

　
「
こ
の
よ
う
に
違
憲
違
法
な
本
件
条
例
八
条
、
一
二
条
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
た
本
件
各
賦
課
処
分
の
違
法
性
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の

違
法
性
の
程
度
に
お
い
て
到
底
軽
視
し
う
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
（

本
件
各
処
分
は
、
い
ず
れ
も
取
消
を
免
れ
な
い
。
」

【
検
討
】
　
結
論
賛
成
、
判
旨
若
干
疑
問

　
一
　
本
判
決
の
特
徴
と
争
点

　
本
件
は
、
旭
川
市
国
民
健
康
保
険
条
例
八
条
の
保
険
料
賦
課
総
額

規
定
が
、
憲
法
九
二
条
、
八
四
条
、
国
民
健
康
保
険
法
八
一
条
に
違

反
す
る
と
判
断
さ
れ
た
裁
判
例
で
あ
る
。
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料

に
関
し
て
、
国
民
健
康
保
険
税
条
例
が
憲
法
九
二
条
及
び
八
四
条
に

違
反
す
る
と
さ
れ
、
同
条
例
に
基
づ
く
処
分
が
取
り
消
さ
れ
た
先
例

と
し
て
秋
田
市
国
保
事
件
（
秋
田
地
判
昭
和
五
四
・
四
・
二
七
判
時

九
二
六
号
二
〇
頁
、
仙
台
高
裁
秋
田
支
部
判
昭
五
七
・
七
・
二
三
判

時
一
〇
五
二
号
三
頁
）
が
あ
る
。
国
民
健
康
保
険
の
保
険
料
に
つ
い

て
も
租
税
法
律
主
義
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
は
じ
め
て
判
示
し
た

点
に
本
判
決
の
最
大
の
特
徴
を
見
出
せ
よ
う
。

　
本
件
は
憲
法
学
や
租
税
学
の
み
な
ら
ず
、
社
会
保
障
法
学
に
お
い

て
も
重
要
な
検
討
材
料
と
し
て
大
き
な
意
義
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、

本
件
は
、
保
険
料
負
担
の
仕
組
み
、
す
な
わ
ち
賦
課
方
式
の
不
合
理

さ
を
租
税
法
律
主
義
違
反
と
い
う
点
か
ら
争
う
も
の
で
あ
っ
た
。
国

保
強
制
加
入
・
保
険
料
強
制
徴
収
の
違
憲
性
が
争
点
と
な
っ
た
小
城

町
国
保
事
件
（
佐
賀
地
判
昭
二
九
・
三
・
＝
二
行
集
五
巻
三
号
、
福

岡
高
裁
昭
三
〇
・
．
三
・
二
八
行
集
六
巻
三
号
、
最
高
裁
大
法
廷
昭
三

三
・
二
・
一
二
最
民
＝
一
巻
二
号
）
以
降
、
国
民
健
康
保
険
法
に
関

す
る
多
く
の
争
訟
は
、
拠
出
原
則
に
基
づ
く
保
険
料
負
担
を
め
ぐ
る

問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
低
所
得
者
・
高
齢
者

の
多
い
国
保
加
入
世
帯
に
と
っ
て
、
減
免
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
保

険
料
・
税
の
負
担
は
厳
し
く
、
や
や
も
す
る
と
所
得
の
低
い
者
ほ
ど

そ
の
負
担
が
重
く
な
っ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
と
い
う
実
態
上
の
問

題
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
「
社
会
保
険
」
と
租
税
法

律
主
義
を
巡
る
議
論
に
対
し
て
、
社
会
保
障
法
学
者
は
十
分
に
参
与

し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
前
述
争
点
①
、
②
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
、
今

回
本
稿
で
は
主
に
前
述
争
点
③
、
④
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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二
　
国
民
健
康
保
険
料
の
性
質

　
国
民
健
康
保
険
法
で
は
国
民
健
康
保
険
の
費
用
に
つ
き
、
保
険
者

た
る
市
町
村
が
保
険
料
・
保
険
税
の
い
ず
れ
と
し
て
徴
収
す
る
か
を

選
択
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
（
法
七
六
条
）
が
、
法
的
に
は

原
則
と
し
て
保
険
料
徴
収
を
と
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
保
険
税
に
よ
る
保
険
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
本
件
の
よ

う
に
保
険
料
徴
収
を
し
て
い
る
市
町
村
は
約
一
割
に
す
ぎ
な
い
。

　
判
旨
は
保
険
料
へ
の
租
税
法
律
主
義
の
適
用
如
何
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
、
保
険
料
の
性
質
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
判
旨
一
は
、

①
強
制
加
入
制
で
あ
る
こ
と
、
②
強
制
徴
収
で
あ
る
こ
と
、
③
公
費

負
担
が
多
く
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
の
性
格
が
強
い
こ
と
、
④
対
価
性
が

薄
い
こ
と
、
と
い
っ
た
理
由
を
挙
げ
、
保
険
料
を
「
民
主
的
な
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
が
高
い
」
と
い
う
点
で
「
租
税
と
同
一
視
」
し

て
い
る
。

　
一
般
に
憲
法
学
で
は
、
租
税
を
「
国
（
地
方
公
共
団
体
）
が
、
そ

の
経
費
を
支
弁
す
る
た
め
国
民
か
ら
強
制
的
に
無
償
で
徴
収
す
る
金

銭
」
（
佐
藤
幸
治
『
憲
法
（
第
三
版
）
』
一
七
九
頁
（
青
林
書
院
、
一

九
九
五
年
）
参
照
）
と
定
義
す
る
。
ま
た
、
税
法
学
で
も
同
様
な
趣

旨
で
「
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た

め
に
、
国
民
か
ら
反
対
給
付
な
し
に
強
制
的
に
徴
収
す
る
金
銭
給

付
」
（
北
野
弘
久
編
『
現
代
税
法
講
義
』
四
頁
［
北
野
弘
久
執
筆
］

（
法
律
文
化
社
、
一
九
八
九
年
）
参
照
）
を
租
税
と
定
義
す
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
租
税
と
は
、
①
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
、
②
そ

の
必
要
な
経
費
に
充
て
る
た
め
に
、
③
反
対
給
付
な
し
に
、
④
強
制

的
に
徴
収
さ
れ
る
金
銭
給
付
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。

　
一
方
、
保
険
料
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
賦
課
徴
収
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
租
税
と
は
か
な
り
性
格
を
異
に
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
社
会
保
険
料
は
一
定
の
保
険
受
給
権
を
予

定
し
て
い
る
（
つ
ま
り
、
反
対
給
付
を
予
定
し
て
い
る
）
点
、
第
二

に
、
保
険
料
を
徴
収
す
る
保
険
者
は
市
町
村
及
び
特
別
区
や
国
保
組

合
（
平
成
五
年
度
末
で
一
六
六
組
合
）
で
あ
り
（
法
一
三
条
）
、
保

険
者
が
必
ず
し
も
公
権
力
を
有
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
点
、

第
三
に
、
保
険
料
は
賦
課
限
度
額
が
予
定
さ
れ
て
い
る
点
（
国
保
施

行
令
二
九
条
の
五
第
二
項
六
号
）
、
第
四
に
、
保
険
料
は
「
相
互
共

済
の
保
険
の
性
質
上
保
険
事
故
に
よ
り
生
ず
る
個
人
の
経
済
的
損
害

を
加
入
者
相
互
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
も
の
」
（
前
掲
小
城
町
国
保

事
件
最
高
裁
判
決
）
で
あ
る
点
、
第
五
に
、
租
税
の
場
合
に
は
、
広

く
国
民
な
い
し
地
域
住
民
一
般
を
負
担
者
と
す
る
の
に
対
し
、
保
険

料
は
相
互
扶
助
に
基
づ
く
拠
出
と
い
う
事
業
の
性
格
上
、
そ
の
受
益

者
及
び
負
担
者
は
保
険
集
団
の
構
成
員
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
が
租
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税
と
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
租
税
と
保
険
料
の
違
い
は
、
法
形
式
の
違
い
か
ら
く

る
技
術
的
な
帰
結
や
両
者
の
目
的
・
機
能
の
相
違
と
し
て
認
め
る
こ

と
は
で
き
よ
う
。
判
旨
一
は
こ
れ
ら
相
違
が
あ
る
と
し
て
も
、
「
民

主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
が
高
い
点
」
に
お
い
て
は
「
租
税
と

同
一
視
」
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
保
険
料
が
実
質
的
に
は
強
制

的
に
徴
収
さ
れ
て
い
る
限
り
、
保
険
者
の
恣
意
的
権
限
は
認
め
ら
れ

ず
、
民
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
必
要
な
点
に
は
異
論
は
な
か
ろ
う
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
ビ
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

判
旨
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
限
定
的
に
租
税
と
同
一
視
し
て
い
る
と

解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
保
険
料
と
租
税
の
本
質
的
相
違
が
皆
無
で
あ

る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
三
　
社
会
保
険
料
と
租
税
法
律
（
条
例
）
主
義
の
適
用

　
思
妻
一
の
よ
う
に
、
仮
に
保
険
料
と
租
税
が
「
民
主
的
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
必
要
な
点
」
に
お
い
て
同
一
視
で
き
る
と
し
て
も
、
租
税

法
律
（
条
例
）
主
義
に
該
当
す
る
「
租
税
」
と
し
て
保
険
料
が
含
ま

れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
学
は
、

憲
法
八
四
条
の
実
質
的
適
用
段
階
に
な
る
と
、
前
述
の
定
義
か
ら
大

き
な
飛
行
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
定
義
に
お
い
て

租
税
と
は
異
な
る
も
の
に
対
し
て
、
憲
法
八
四
条
の
適
用
な
い
し
準

用
を
認
め
よ
う
と
す
る
傾
向
を
示
す
か
ら
で
あ
る
。

　
憲
法
学
、
租
税
法
学
が
い
う
租
税
と
は
、
一
般
的
に
前
述
の
ご
と

く
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
八
四
条
の
い
う
「
租
税
」

の
具
体
的
範
囲
に
は
各
論
者
ご
と
に
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
租
税
が

一
方
的
・
権
力
的
課
徴
金
の
性
格
を
も
つ
と
い
う
強
制
力
行
使
の
性

格
を
租
税
法
律
主
義
と
結
び
付
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
た
め
、
少

な
く
と
も
法
律
上
強
制
さ
れ
る
金
銭
は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
（
金
子
宏
『
租
税
法
（
第
五
版
）
』
九
頁
（
弘
文
堂
、
一
九
九

九
年
）
，
参
照
）
。

　
ま
た
、
今
日
の
多
数
説
は
、
憲
法
八
四
条
の
租
税
に
含
ま
れ
な
い

も
の
に
つ
い
て
も
財
政
主
権
主
義
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
、
憲
法

八
三
条
に
よ
り
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ぶ
こ
と
を
承
認
し
（
前

掲
佐
藤
一
八
○
頁
）
、
憲
法
八
四
条
に
つ
い
て
は
、
租
税
の
概
念
を

本
条
の
概
念
よ
り
拡
張
し
て
と
ら
え
、
社
会
保
険
料
も
そ
の
範
疇
に

含
ま
れ
る
と
す
る
（
甲
斐
素
直
「
租
税
法
律
主
義
と
社
会
保
障
関
係

課
徴
金
」
日
大
法
学
六
｝
号
一
巻
五
四
頁
）
。

　
判
旨
一
は
、
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
を
根
拠
に
保
険
料

を
租
税
と
同
一
視
し
、
保
険
料
に
も
「
一
種
の
地
方
税
」
と
し
て
租

税
法
律
主
義
の
適
用
を
認
め
る
。
こ
の
判
断
は
、
憲
法
学
や
租
税
法
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学
で
議
論
さ
れ
て
き
た
租
税
の
外
延
を
ど
こ
に
設
定
す
る
か
と
い
っ

た
議
論
に
ふ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
限
定
的
に
保
険
料
を
租
税
と

同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
租
税
法
律
主
義
を
類
推
適
用
で
は
な

く
、
直
接
適
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　
前
述
の
租
税
法
律
主
義
の
租
税
概
念
に
つ
き
、
憲
法
学
や
租
税
法

学
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
租
税
」
と
憲
法
八
四
条
の
「
租
税
」
の
範

囲
は
、
か
な
り
の
差
が
あ
り
、
理
論
上
の
整
合
性
が
難
し
く
、
疑
問

を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
租
税
概
念
拡
大
説
の
租

税
概
念
で
は
、
憲
法
三
一
条
の
納
税
の
義
務
が
規
定
し
て
い
る
趣
旨

を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
租
税
」
の
統

一
概
念
化
を
放
棄
し
た
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
「
形
式
的
な
租
税
法
律

主
義
論
を
前
提
と
す
る
『
国
語
学
的
』
法
解
釈
技
術
論
の
み
に
終
始

し
て
い
る
」
（
北
野
弘
久
『
新
財
政
法
学
・
自
治
体
財
政
権
』
一
六
〇

頁
（
勤
草
書
房
、
一
九
七
七
年
）
参
照
）
の
で
は
な
く
、
租
税
概
念

拡
大
説
に
は
次
の
よ
う
な
解
釈
上
の
重
要
な
問
題
を
内
包
し
て
い
る

た
め
で
あ
る
。

　
学
説
は
、
「
（
保
険
税
及
び
保
険
料
が
）
ど
ち
ら
も
性
格
、
機
能
と

も
同
様
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
国
民
健
康
保
険
税
と
し
て
徴
収
さ

れ
る
場
合
の
み
課
税
要
件
明
確
主
義
の
要
請
が
及
ぶ
と
い
う
の
は
、

奇
異
な
感
じ
が
す
る
」
（
水
野
忠
雄
「
租
税
法
律
主
義
と
課
税
条
例

の
明
確
性
」
『
憲
法
判
例
百
選
（
第
三
版
）
』
四
二
六
頁
（
有
斐
閣
、

一
九
九
四
年
）
参
照
）
と
し
て
、
租
税
概
念
の
拡
大
を
も
っ
て
保
険

料
に
つ
い
て
も
保
険
税
と
同
様
の
法
理
が
妥
当
す
る
旨
を
主
張
し
て

き
た
。
し
か
し
、
租
税
概
念
拡
大
説
を
貫
く
と
、
市
町
村
国
保
に
つ

い
て
は
右
法
理
は
妥
当
す
る
が
、
他
の
社
会
保
険
料
に
よ
り
運
営
さ

れ
て
い
る
国
保
組
合
や
健
保
組
合
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
な
ど
へ

の
適
用
は
以
下
の
理
由
で
理
論
上
難
し
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
通

説
的
な
租
税
概
念
拡
大
説
に
よ
る
と
、
憲
法
八
四
条
の
趣
旨
か
ら
し

て
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
国
民
に
対
し
強
制
的
に
賦
課
徴
収
さ

れ
る
金
銭
負
担
を
含
む
と
さ
れ
る
。
国
保
以
外
の
社
会
保
険
、
例
え

ば
健
康
保
険
法
に
基
づ
く
健
保
組
合
の
場
合
、
健
保
の
保
険
料
が
判

旨
一
に
い
う
性
質
を
有
す
る
と
し
て
も
、
徴
収
主
体
が
国
や
地
方
公

共
団
体
で
は
な
い
自
主
的
に
組
織
さ
れ
た
健
保
組
合
で
あ
る
の
で
、

国
や
地
方
公
共
団
体
が
強
制
的
に
賦
課
徴
収
す
る
金
銭
負
担
に
対
し

て
適
用
さ
れ
る
租
税
法
律
主
義
は
健
保
の
保
険
料
に
は
適
用
さ
れ
な

い
と
理
解
す
る
の
が
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
租
税
概
念

拡
大
説
の
中
で
も
、
賦
課
徴
収
主
体
に
つ
い
て
様
々
な
見
解
が
あ
る
。

ま
た
、
健
保
法
の
保
険
料
の
算
出
に
つ
き
、
明
文
上
、
算
出
基
準
の

明
確
化
の
問
題
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
社
会
保
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険
原
理
の
下
で
公
権
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
徴
収
さ
れ
る
社
会
保
険

料
に
係
る
統
一
的
法
理
論
の
構
築
を
検
討
す
る
際
、
健
保
法
の
保
険

料
の
明
確
な
算
出
基
準
が
如
何
な
る
法
理
に
基
づ
い
て
規
定
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
）
。

　
判
旨
が
仮
に
租
税
概
念
の
拡
大
を
も
っ
て
保
険
料
に
租
税
法
律
主

義
を
適
用
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
も
論
理
上
生

じ
て
こ
よ
う
。
し
か
し
、
判
旨
は
、
保
険
料
が
憲
法
八
四
条
の
租
税

概
念
に
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
っ
た
判
断
を
避
け
つ
つ
、
租
税
法
律

（
条
例
）
主
義
を
適
用
し
て
お
り
、
．
極
め
て
法
解
釈
学
に
も
巧
妙
に

判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
判
旨
一
の

よ
う
に
、
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
を
根
拠
に
租
税
法
律

（
条
例
）
主
義
を
適
用
し
て
判
断
す
る
論
理
は
基
本
的
に
は
妥
当
で

あ
る
と
考
え
る
。

　
四
　
本
件
条
例
と
租
税
法
律
主
義
の
趣
旨

　
本
件
の
請
求
は
、
国
民
健
康
保
険
料
の
賦
課
処
分
取
消
で
あ
る
た

め
、
保
険
料
の
算
定
方
法
そ
の
も
の
に
違
法
性
が
な
か
っ
た
か
を
検

討
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
賦
課
処
分
が
法
八
一
条

の
趣
旨
に
合
致
す
る
妥
当
な
基
準
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
か
、
恣

意
的
な
裁
量
下
で
決
定
さ
れ
た
基
準
で
は
な
く
、
法
八
一
条
が
受
忍

で
き
る
範
囲
内
の
裁
量
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す

べ
き
で
あ
る
。
そ
う
解
す
る
と
、
租
税
法
律
（
条
例
）
主
義
云
々
を

持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
法
八
一
条
に
租
税
法
律
主
義
の
趣
旨
が
含

ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
な
り
（
基
準
そ
の
も
の
に
違
法
性
が

あ
る
か
否
か
の
判
断
の
み
で
足
り
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
憲
法

学
や
租
税
法
学
か
ら
は
、
保
険
料
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
必
要
性
を
根
拠
と
し
て
、
憲
法
八
四
条
の
保
険
料
へ
の
租
税
法
律

主
義
の
適
用
が
判
示
さ
れ
た
。
こ
れ
に
加
え
、
・
前
述
よ
り
社
会
保
険

原
理
の
下
で
の
保
険
料
算
出
基
準
の
明
確
化
に
関
す
る
統
一
的
法
理

の
構
築
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
法
学
独
自
に
検
討
を
深
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
（
堀
は
「
社
会
保
障
法
上
の
金
銭
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

憲
法
八
四
条
の
租
税
に
含
ま
れ
る
か
と
い
う
よ
り
も
、
同
条
の
規
定
・

の
趣
旨
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
ず
る
方
が
妥
当

で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
本
質
的
に
本
評
釈
の
立
場
と
同
じ
で
あ
る

と
理
解
し
て
い
る
。
堀
勝
洋
『
社
会
保
障
法
総
論
』
一
八
九
頁
（
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
参
照
）
。
し
た
が
っ
て
、
保
険
料

算
出
基
準
の
明
確
化
に
関
す
る
問
題
は
、
社
会
保
障
法
学
の
視
点
か

ら
法
八
一
条
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
判
旨
二
に
よ
る
と
、
法
八
一
条
は
、
保
険
料
に
つ
い
て
租
税
法
律

（
条
例
）
主
義
に
内
包
さ
れ
る
課
税
要
件
条
例
主
義
と
課
税
要
件
明
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確
主
義
が
妥
当
す
る
こ
と
を
確
認
的
に
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
。
法
八
一
条
の
規
定
趣
旨
や
明
文
上
か
ら
、
法
八

一
条
は
賦
課
要
件
条
例
主
義
が
妥
当
す
る
と
い
う
右
見
解
に
は
異
論

は
な
か
ろ
う
。

　
次
に
、
賦
課
要
件
明
確
主
義
の
趣
旨
の
法
八
一
条
へ
の
妥
当
性
如

何
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
賦
課
要
件
明
確
主
義
と
は
、

法
律
に
お
い
て
又
は
そ
の
委
任
の
下
に
政
令
や
省
令
に
お
い
て
課
税

要
件
及
び
租
税
の
賦
課
・
徴
収
に
関
す
る
規
定
を
な
す
場
合
に
、
そ

の
規
定
が
で
き
る
だ
け
一
義
的
に
明
確
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
次
の
理
由
で
法
八
一
条
に
も
内
包
さ

れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
一
に
、
社
会
保
険
制
度
の
基
本
的
特
性
に
理
由
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
社
会
保
険
制
度
は
、
受
益
者
及
び
負
担
者
が
連
帯
意
識

の
存
在
を
前
提
と
し
て
保
険
者
集
団
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
の
集
団

内
で
社
会
保
険
料
の
決
定
に
際
し
、
何
ら
か
の
形
で
被
保
険
者
な
い

し
組
合
員
代
表
が
関
与
し
て
い
る
。
そ
こ
で
決
定
さ
れ
た
社
会
保
険

料
は
、
民
主
的
に
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
料
率
等
に

つ
い
て
は
、
保
険
者
の
自
由
裁
量
を
認
め
る
も
の
や
不
確
定
概
念
、

概
括
条
項
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
、
本
質
的
に
社
会
保
険

制
度
が
保
険
者
の
自
治
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
賦
課

要
件
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
は
民
主
制
の
原
則
か
ら
も
求
め
ら
れ

よ
う
。

　
第
二
に
、
国
保
に
強
制
加
入
さ
せ
、
保
険
料
が
賦
課
さ
れ
る
こ
と

は
、
財
産
権
を
故
な
く
侵
害
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
（
小
城
町
国

保
事
件
最
高
裁
判
決
）
と
い
う
判
決
が
定
着
し
て
い
る
が
、
過
重
な

保
険
料
負
担
に
対
す
る
財
産
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
財

産
権
制
限
法
理
の
発
展
か
ら
も
再
度
検
討
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い

よ
う
。
つ
ま
り
、
賦
課
要
件
の
明
確
で
は
な
い
保
険
料
徴
収
と
財
産

権
の
侵
害
に
つ
い
て
、
減
免
措
置
に
該
当
し
な
い
低
所
得
者
層
の
国

保
保
険
料
未
払
い
の
問
題
と
と
も
に
社
会
保
障
法
学
の
側
か
ら
検
討

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
同
趣
旨
の
見
解
と
し
て
、
前
田
徹
生
「
国
民

健
康
保
険
条
例
の
合
憲
性
」
『
社
会
保
障
判
例
百
選
（
第
二
版
）
』
一

七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
参
照
）
。
こ
の
検
討
は
本
評
釈
の

域
を
超
え
る
が
、
財
産
権
の
侵
害
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
た
め
に
は
、

保
険
料
賦
課
に
際
し
て
、
賦
課
要
件
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

条
件
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
八
一
条
に
は
賦
課
要
件
明
確
主
義
の
趣
旨
も
内

包
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
、
判
旨
も
同
趣
旨
で

あ
る
と
解
す
る
。

　
以
上
よ
り
、
法
八
一
条
に
は
租
税
法
律
主
義
の
趣
旨
が
内
包
さ
れ
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て
お
り
、
法
八
一
条
の
委
任
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
内
容
が
右
趣
旨

に
反
す
る
場
合
、
同
条
例
は
違
法
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ

う
。　

五
　
賦
課
算
定
基
準
の
適
法
性

　
判
旨
三
に
よ
る
と
、
条
例
が
料
率
等
の
規
定
を
規
則
等
の
下
位
法

規
に
明
確
に
委
任
し
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
、
条
例
の
趣
旨
に
照

ら
し
て
合
理
的
な
解
釈
に
よ
り
、
そ
の
内
容
が
明
確
に
な
る
場
合
に

は
、
料
率
自
体
を
条
例
に
明
記
し
な
く
て
も
租
税
法
律
主
義
の
趣
旨

に
反
し
な
い
と
す
る
。
法
の
執
行
に
際
し
て
具
体
的
事
情
を
考
慮
し

て
保
険
料
負
担
の
公
平
を
図
る
た
め
に
、
不
確
定
概
念
を
用
い
る
こ

と
は
あ
る
程
度
不
可
避
で
あ
り
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み

る
と
、
判
旨
三
の
判
断
は
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
保
険
料
率
を
条
例
に
明
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
ま
で
を
も
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
右
の
場

合
ま
で
は
行
政
側
に
裁
量
的
な
判
断
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
判

旨
四
、
五
、
六
の
詳
細
な
判
断
に
よ
り
、
本
件
条
例
に
は
委
任
に
基

づ
き
賦
課
権
者
が
賦
課
総
額
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
の
よ
る
べ
き

基
準
及
び
そ
の
確
定
手
続
を
定
め
た
規
則
の
下
位
法
規
が
存
在
し
な

い
こ
と
、
賦
課
要
件
た
る
賦
課
総
額
の
確
定
に
広
範
な
裁
量
の
余
地

が
あ
る
こ
と
、
賦
課
総
額
の
確
定
手
続
が
一
義
的
に
明
確
で
は
な
い

こ
と
な
ど
か
ら
、
本
件
条
例
は
憲
法
九
二
条
、
八
四
条
、
法
八
一
条

に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。

　
賦
課
要
件
が
明
確
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
右
判
旨
の
事
実
認
定
に

基
づ
く
と
、
本
件
条
例
違
反
の
根
拠
を
租
税
法
律
主
義
に
求
め
る
か
、

租
税
法
律
主
義
の
趣
旨
を
内
包
し
た
法
八
一
条
に
求
め
る
か
如
何
に

関
わ
ら
ず
判
旨
と
同
様
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ

の
判
断
は
、
請
い
ず
れ
の
根
拠
が
求
め
る
賦
課
要
件
明
確
性
の
程
度

の
解
釈
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
各
根
拠
に
基
づ
く

賦
課
要
件
明
確
性
の
程
度
に
関
す
る
理
論
構
成
が
早
急
に
必
要
に
な

ろ
う
。

　
以
上
よ
り
、
違
憲
違
法
な
本
件
条
例
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
本
件

各
賦
課
処
分
は
い
ず
れ
も
取
り
消
す
と
い
う
本
判
決
の
結
論
に
は
賛

成
で
あ
る
。

　
六
　
低
所
得
者
の
保
険
料
減
免
規
定

　
X
は
、
本
件
条
例
は
貧
困
に
つ
い
て
の
減
免
規
定
を
ま
っ
た
く
欠

落
さ
せ
て
お
り
、
法
七
七
条
の
委
任
の
範
囲
を
越
え
、
違
法
無
効
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
論
点
は
、
本
判
決
の
結
論
に
は
直
接
影
響

す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
X
が
生
活
保
護
基
準
の
約
四
五
～
五
〇
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パ
ー
セ
ン
ト
の
収
入
し
か
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
減
免
非
該
当
処

分
を
受
け
た
こ
と
が
X
の
本
件
提
訴
の
契
機
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
且

つ
、
社
会
保
障
法
学
に
お
い
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
の
で
減
免
規
定

に
つ
き
若
干
触
れ
て
お
く
。

　
本
件
条
例
は
、
大
別
し
て
、
①
災
害
罹
災
者
、
②
農
作
物
に
被
害

を
受
け
た
者
、
③
前
年
に
比
し
て
著
し
く
所
得
が
低
下
し
た
者
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
低
所
得
者
を
減
免
の
対
象
と
し
て
い
る
。
従
来

か
ら
、
全
体
と
し
て
低
所
得
者
の
多
い
国
保
加
入
世
帯
に
と
っ
て
、

保
険
料
・
税
の
負
担
は
厳
し
く
、
そ
の
う
え
、
応
能
割
（
所
得
割
と

資
産
割
）
と
応
益
割
（
被
保
険
者
均
等
割
と
世
帯
別
平
等
割
）
に
基

づ
い
た
保
険
料
・
税
の
決
め
方
か
ら
し
て
低
所
得
者
層
ほ
ど
そ
の
負

担
が
重
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
川
政
亮
「
社

会
保
障
の
お
け
る
勤
労
者
負
担
の
法
構
造
」
小
林
直
樹
一
北
野
弘
久

編
『
現
代
財
政
法
の
基
本
問
題
』
七
五
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
七

年
）
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
保
険
料
・
税
の
賦
課
は
憲
法
二
五
条
に
い

う
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
侵
害
し
、
且

つ
、
財
産
権
を
も
侵
害
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
法
七
七
条
は
、
い

わ
ゆ
る
「
で
き
る
規
定
」
に
よ
っ
て
、
現
に
保
険
料
負
担
を
困
難
と

す
る
状
況
に
あ
る
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
・
税
の
減
免
規
定
を
定
め

て
い
る
。
保
険
料
・
税
を
賦
課
さ
れ
て
い
る
者
と
し
て
は
、
そ
の
生

存
権
を
守
る
た
め
に
減
免
申
請
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
れ
故
に
、
減
免
要
件
・
減
免
基
準
等
が
保
険
者
の
条
例
ま
た
は
規

約
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
最
低
限
度

の
生
活
水
準
を
定
め
た
生
活
保
護
基
準
以
下
の
収
入
の
者
す
べ
て
が
、

生
活
保
護
受
給
如
何
に
関
わ
ら
ず
減
免
の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

　
本
件
で
は
、
X
の
右
主
張
は
直
接
争
点
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、

こ
の
主
張
こ
そ
現
行
社
会
保
険
の
根
源
的
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
低
所
得
者
へ
の
配
慮
を
も
内
包
す
る
保
険
料
賦
課
に

関
し
て
、
社
会
保
険
制
度
に
一
貫
し
た
法
理
論
の
構
築
が
急
が
れ
る
。

　
七
　
お
わ
り
に

　
本
判
決
は
、
保
険
料
を
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
か
ら
租

税
と
同
一
視
し
て
租
税
法
律
主
義
を
直
接
適
用
し
て
い
る
。
租
税
概

念
拡
大
説
に
依
拠
し
な
い
右
枠
組
は
、
秋
田
市
国
保
事
件
の
判
旨
を

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
本
件
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
国
保
に
対
す
る
租
税
法
律
主
義
の
適
用
は
理
論
上
可
能
で
は
あ
る

が
、
社
会
保
険
原
理
の
下
で
公
権
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
徴
収
さ
れ

る
社
会
保
険
料
に
係
る
統
一
的
法
理
論
の
構
築
と
い
う
観
点
か
ら
す

る
と
、
社
会
保
険
制
度
全
体
に
租
税
法
律
主
義
を
適
用
す
る
こ
と
は

難
し
い
。
し
か
し
、
法
八
一
条
が
、
租
税
法
律
主
義
の
賦
課
要
件
条
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例
主
義
や
賦
課
要
件
明
確
主
義
の
趣
旨
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
、

社
会
保
険
制
度
の
民
主
的
運
営
上
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

法
八
一
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
条
例
が
右
各
趣
旨
に
反
す
る
も
の

で
あ
れ
ば
違
法
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
か
ろ
う
。

　
本
評
釈
の
立
場
は
、
社
会
保
険
制
度
に
は
租
税
法
律
主
義
の
直
接

適
用
は
国
保
に
つ
い
て
の
み
妥
当
性
を
見
出
せ
る
が
、
社
会
保
険
原

理
の
下
で
公
権
力
に
よ
っ
て
強
制
的
に
徴
収
さ
れ
る
社
会
保
険
料
に

係
る
統
一
的
法
理
論
の
構
築
の
観
点
か
ら
す
る
と
直
接
適
用
は
の
ぞ

ま
し
く
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
趣
旨
を
内
包
す
る
社
会
保
険
各
法
の

規
定
を
根
拠
に
し
て
租
税
法
律
主
義
の
規
定
の
趣
旨
が
適
用
さ
れ
る

か
否
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
保
険
税
徴
収
に
も
適
用
可
能
で
あ
り
、
本
判
決
の
論
理
に
比
べ
む

し
ろ
論
理
一
貫
性
は
担
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
国
保
の
保
険
料
は
、
加
入
者
の
生
活
実
態
や
所
得
状
況
な

ど
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
決
定
す
る
の
で
は
な
く
、
予
定
す
る
保
険

料
収
入
額
か
ら
逆
算
す
る
仕
組
み
で
算
出
さ
れ
る
。
こ
の
仕
組
み
は
、

二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
介
護
保
険
法
の
保
険
料
算
出
に

も
あ
て
は
ま
る
こ
と
か
ち
、
本
件
で
呈
示
さ
れ
た
問
題
は
今
後
も
検

討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
と
い
え
よ
う
。

　
最
後
に
、
本
条
例
が
違
法
に
な
る
と
、
同
時
期
に
な
さ
れ
た
大
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
4

の
保
険
料
賦
課
処
分
に
つ
い
て
同
様
に
取
消
を
求
め
ら
れ
る
可
能
性

が
あ
り
、
法
的
安
定
性
を
著
し
く
損
な
う
た
め
に
本
判
決
へ
の
行
訴

法
三
一
条
の
事
情
判
決
の
適
用
を
十
分
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
は
あ

る
が
検
討
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
と
い
う
評
釈
も
あ
る
が
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
異
論
を
唱
え
ざ
る
を
得
な
い
。
社
会
保
障
訴
訟
は
、
訴
訟

を
通
じ
て
社
会
保
障
制
度
の
違
法
、
違
憲
性
を
明
ら
か
に
し
、
権
利

の
実
現
を
目
指
す
。
さ
ら
に
、
訴
訟
に
お
い
て
は
制
度
運
用
の
あ
り

方
に
変
更
を
迫
り
、
新
た
な
政
策
立
案
の
指
針
と
も
な
り
う
る
。
訴

訟
を
含
め
た
権
利
救
済
の
手
段
な
く
し
て
社
会
保
障
権
の
実
現
は
あ

り
え
な
い
。
社
会
保
障
訴
訟
の
本
質
を
理
解
さ
れ
ぬ
ま
ま
の
事
情
判

決
適
用
論
は
、
社
会
保
障
に
お
け
る
権
利
保
障
自
体
の
否
定
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
件
に
関
す
る
論
文
・
評
釈
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

工
藤
達
朗
「
国
民
健
康
保
険
料
と
租
税
法
律
主
義
」
平
成
一
〇
年
重

要
判
例
（
一
九
九
九
年
）
二
二
頁

倉
田
聡
「
国
民
健
康
保
険
料
と
租
税
法
律
主
義
」
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
一

八
○
、
九
八
年
夏
季
号
（
一
九
九
八
年
）
三
四
頁

田
中
浩
「
”
租
税
法
律
主
義
”
の
類
推
適
用
は
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ

る
の
か
」
税
五
三
巻
九
号
（
一
九
九
八
年
）
四
頁
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長
尾
英
彦
「
国
民
健
康
保
険
条
例
と
租
税
法
律
主
義
」
中
京
法
学
三

三
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）
三
九
頁

林
仲
宣
「
判
例
か
ら
学
ぶ
税
法
ω
租
税
と
国
民
健
康
保
険
料
」
法
律

の
ひ
ろ
ば
五
一
巻
九
号
（
一
九
九
八
年
）
七
七
頁

人
見
剛
「
行
政
判
例
研
究
四
三
五
」
自
治
研
究
七
五
巻
八
号
（
一
九

九
九
年
）
一
二
四
頁

福
田
泰
生
「
社
会
保
障
判
例
」
季
刊
社
会
保
障
研
究
三
四
巻
三
号

（一

繼
續
ｪ
年
）
四
二
一
頁

藤
井
俊
夫
「
租
税
法
律
主
義
と
旭
川
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
合
憲

性
」
判
例
セ
レ
ク
ト
9
8
（
法
学
教
室
二
二
二
号
別
冊
付
録
）
九
頁

山
田
洋
　
判
例
評
論
四
八
三
号
（
一
九
九
九
年
）
一
七
二
頁

※
脱
稿
後
、
倉
田
聡
「
社
会
保
険
財
政
の
法
理
論
－
医
療
保
険
法
を

素
材
に
し
た
一
考
察
1
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
三
五
巻
一
号

（一

繼
繼
續
N
）
一
七
頁
に
接
し
た
。
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